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５ 閉 会 



報告第１号 

 

議案に対する意見について 

 

知事から意見を求められた下記議案について、緊急を要するため、青森

県教育委員会の事務の委任等に関する規則第４条第１項の規定に基づき、

教育長において臨時に代理し、原案に同意したので、ここに報告します。 

 

記 

 

１ 令和７年度青森県一般会計補正予算（第６号）案（教育委員会所管分） 
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議案第１号 

 

青森県文化財保存活用大綱の改訂について 

 

 

 青森県文化財保存活用大綱を、別紙のとおり改訂する。 
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議案第３号 

青森県文化財保護審議会委員の人事について 

 青森県文化財保護審議会委員の人事を次のとおり行う。 

 

斎 藤 政 人 

佐々木 あすか 

山 田 泰 子 

上 條 信 彦 

大 谷 伸 治 

藤 田 俊 雄 

下 田 雄 次 

葉 山  茂  

村 中 健 大 

兵 藤 勝 幸 

小 倉 匡 俊 

山 岸 洋 貴 

小 形 浩 子 

青森県文化財保護審議会委員を委嘱する 

岡 田 俊 治 

岡 田 康 博 

青森県文化財保護審議会委員に任命する 

任期は令和８年４月９日から令和１０年４月８日までとする 

 令和８年３月２５日 

青森県教育委員会 
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議案第４号 

 

青森県古式銃砲刀剣類の登録審査委員の 

人事について 

 

 青森県古式銃砲刀剣類の登録審査委員の人事を次のとおり行

う。 

 

杉本  孝  

                      竹内 正光 

細越 敬喜 

小玉 吉樹 

青森県古式銃砲刀剣類の登録審査委員に任命する 

任期は令和８年５月１３日から令和１０年５月１２日までとす

る 

 令和８年３月２５日 

青森県教育委員会 
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議案第５号 
 

青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則の一部を改

正する規則案について 
 

 

１ 提案理由 

  公益信託ニ関スル法律の全部改正等により、教育委員会の所管に属

する公益信託の引受けの許可及び監督に関する事務が廃止されること

に伴う所要の整備を行うため提案するものである。 
 
２ 概要 

教育長の専決事項に関する規定等から「教育に関する公益信託」に該

当する部分を削除する。 

 

３ 改正案及び新旧対照表 
  別紙のとおり 
 
４ 施行期日 

  令和８年４月１日から施行する。 
 
 

-5-



青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則の一部を改正する規則案

青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則の一部を改正する規則を次のように

定める。

青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則の一部を改正する規則

青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則（昭和三十二年一月青森県教育委員

会規則第二号）の一部を次のように改正する。

第一条第一項第十七号及び第三条第一項第八号中「及び公益信託」を削る。

附 則

この規則は、令和八年四月一日から施行する。
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青森県教育委員会の事務の委任等に関する規則（昭和三十二年一月教育委員会規則第二号）

新旧対照表 

 

  ［下線部は改正部分］ 

改正後 改正前 

第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」

という。）第二十五条第一項の規定に基づき、教

育委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げる

もの以外の事務は、教育長に委任する。 

第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」

という。）第二十五条第一項の規定に基づき、教

育委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げる

もの以外の事務は、教育長に委任する。 

一～十六 略 

十七 教育に関する法人に関すること。 

一～十六 略  

十七 教育に関する法人及び公益信託に関する

こと。 

十八～二十三 略  

２ 略 

十八～二十三 略 

２ 略 

第三条 次の各号に掲げる事務は、教育長に専決さ

せる。 

第三条 次の各号に掲げる事務は、教育長に専決さ

せる。 

一～七 略 一～七 略 

八 教育に関する法人に関すること。 八 教育に関する法人及び公益信託に関するこ

と。 

九・十 略  九・十 略 

２～４ 略  ２～４ 略 
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議案第６号 
 

青森県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可

及び監督に関する規則を廃止する規則案について 
 

 

１ 提案理由 

  公益信託ニ関スル法律の全部改正等により、教育委員会の所管に属

する公益信託の引受けの許可及び監督に関する事務が廃止されること

に伴い、青森県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及

び監督に関する条例を廃止することから、同条例に基づいて定めてい

る規則を廃止するため提案するものである。 
 
２ 規則案 
  別紙のとおり 
 
３ 施行期日 

  令和８年４月１日から施行する。 
 
４ その他 

  全部改正後の法律の附則において、全部改正前の法律に基づき許可

を受けた公益信託については従前の例による旨の経過措置が規定され

ているため、規則を廃止するに当たり、同様に経過措置を附則に規定す

ることとする。 
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青森県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則

を廃止する規則案 

  

 青森県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則

を廃止する規則を次のように定める。 

    

青森県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する 

規則を廃止する規則 

 青森県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則

（平成十二年三月青森県教育委員会規則第十三号）は、廃止する。 

   附 則 

１ この規則は、令和八年四月一日から施行する。 

２ 公益信託に関する法律（令和六年法律第三十号）附則第二条第二項又は第五条第

一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における廃止前の青森県

教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第一条

に規定する公益信託で教育委員会の所管に属するものの監督については、なお従前

の例による。 
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議案第７号 
 

青森県立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 

に関する規則の一部を改正する規則案について 

 

 

１ 提案理由 

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の報酬年額を改めるため提案す

るものである。 

 

２ 概要 

学校医及び学校歯科医の報酬年額を２１万円から２１万２千円に、

学校薬剤師の報酬年額を１５万６千円から１５万８千円に増額するも

のである。 

 

３ 改正案及び新旧対照表 

別紙のとおり 

 

４ 施行期日 

令和８年４月１日から施行する。 
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青森県立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則の一部を改正す

る規則案 

 

青森県立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則の一部を改正する規

則を次のように定める。 

 

青森県立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則の一部を改正す

る規則 

青森県立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則（昭和三十八年七月

青森県教育委員会規則第七号）の一部を次のように改正する。 

第五条第一項中「二十一万円」を「二十一万二千円」に、「十五万六千円」を「十

五万八千円」に改める。 

附 則 

この規則は、令和八年四月一日から施行する。 
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青森県立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則 新旧対照表 

 

下線部は改正部分 

改 正 後 改 正 前 

 

（報酬） 

第五条 校医及び薬剤師の報酬は年額とし、

その額は校医にあっては二十一万二千円、

薬剤師にあっては十五万八千円とする。 

２・３ ［略］ 

 

（報酬） 

第五条 校医及び薬剤師の報酬は年額とし、

その額は校医にあっては二十一万円、薬剤

師にあっては十五万六千円とする。 

２・３ ［略］ 
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議案第８号 

 

県重宝の指定について 

 

 青森県文化財保護条例（昭和５０年１２月青森県条例第４６号）第

４条第１項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定する。 
 
 

種 別 名  称 員数 所在地 所有者 
県重宝 

(建造物) 
旧制木造中学校講堂 １棟 

つがる市木造 
若緑５２－１ 

つがる市 

県重宝 

(歴史資料) 
弘前藩庁日記 ４，５３６冊 

弘前市大字 
下白銀町２－１ 

弘前市 

県重宝 

(歴史資料) 
八戸藩日記 ６１３冊 

八戸市大字糠塚

字下道２－１ 
八戸市 
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県立特別支援学校の校名変更について 

 

県立特別支援学校の校名を以下のとおり変更することとする。 

 

１ 現校名、新校名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 変更の時期 

  令和９年４月１日 

 

３ その他 

  当該県立特別支援学校の校名については、青森県立学校設置条例の一部を改 

正する条例案の議決により変更するものである。 

 

議案第９号 

現校名 新校名

青森県立弘前第一養護学校 青森県立弘前いわき支援学校

青森県立弘前第二養護学校 青森県立弘前さくら支援学校

青森県立八戸第一養護学校 青森県立八戸あさひ支援学校

青森県立八戸第二養護学校 青森県立八戸きぼう支援学校

青森県立森田養護学校 青森県立森田支援学校

青森県立黒石養護学校 青森県立黒石支援学校

青森県立浪岡養護学校 青森県立浪岡支援学校

青森県立七戸養護学校 青森県立七戸支援学校

青森県立むつ養護学校 青森県立むつ支援学校

-14-



 

 

その他 

 

青森県立学校入学者選抜ＷＥＢ出願について 

 

１ ＷＥＢ出願の概要について 

  青森県立中学校、青森県立高等学校及び青森県立特別支援学校高等部の入学者

選抜において、これまで紙媒体で行ってきた出願手続等を、ＷＥＢ上で手続可能

とするもの。（県立高等学校通信制の課程の後期入学者選抜を除く。） 

 

２ 実施年度について 

  令和９年度入学者選抜（令和８年度実施）から導入するＷＥＢ出願システムに

より実施。 

 

３ 出願手続等について 

  令和９年度入学者選抜から導入するＷＥＢ出願システムで、以下のような出願

手続等を行う。 

（１）出願者の手続等 

  ・出願に必要な氏名・住所等の出願者情報や、出願先の学校・学科等の情報を 

スマートフォンやパソコン等の端末で入力・提出。 

  ・クレジットカードによる電子決済、コンビニエンスストア支払、ペイジー払

込のいずれかの方法により、選抜手数料及び入学料を納付。 

   ※選抜手数料は県立中学校及び県立高等学校（通信制の課程を除く。）のみ 

   ※入学料は県立高等学校のみ 

  ・合否結果や学力検査等の得点を、パソコンやスマートフォンで確認。 

   ※学力検査等の得点確認は県立中学校及び県立高等学校のみ 

（２）志願元校の手続等 

  ・志願者から提出された出願者情報等をシステムで受領。 

  ・システムで調査書等の出願書類を作成し、出願先校へ出願。 

   ※県立中学校は出願者が直接出願先校へ出願 

（３）出願先校の手続等 

  ・志願元校から提出された出願書類等をシステムで受領。 

  ・システムで受検票を発行。 

  ・システムで合否結果の通知及び学力検査等の得点の情報提供。 

   ※学力検査等の得点の情報提供は県立中学校及び県立高等学校のみ 
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その他 
  

青森県立高等学校における「通級による指導」の実施について 

  

 

１ 実施の経緯  

  ・平成２８年に学校教育法施行規則の一部を改正する省令等が公布され、
高等学校における通級による指導が国において制度化された。 

・本県では、平成３０年度から県立北斗高等学校、令和２年度から県立八
戸中央高等学校、令和３年度から県立尾上総合高等学校のいずれも定時
制の課程において、通級による指導を開始した。 

・全日制の課程も含めた特別な配慮を要する生徒への対応の必要性が高ま
っていることから、令和８年度から新たに県立七戸高等学校で通級によ
る指導を実施することとした。 

 
２ 通級による指導の概要  

・「通級による指導」とは、通常の学級に在籍する障がいのある生徒に対 

して、大半の授業を通常の学級で受けながら、一部の授業について「障 

がいに応じた特別の指導」を、教育課程に加え又はその一部に替えて実 

施することができるものである。 

・通級による指導は、言語障がい、自閉症、情緒障がい、弱視、難聴、学 

習障がい、注意欠陥多動性障がい等の障がいのある生徒を対象とする。 

・指導の対象とするか否かの判断にあたっては、実態把握等をもとに、生 

徒・保護者との合意形成を図りつつ、総合的な見地から判断する。 

   

３ 今後の予定 

・県立七戸高等学校では、１年次の自立活動（社会と生活Ａ）を教育課程
に加える形で、２～３年次の自立活動（社会と生活Ｂ）を教育課程の一
部に替える形でそれぞれ実施する。 

・今後の在り方については、実施校４校での実施状況等を踏まえ、検討し
ていく。 
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［その他］ 
職員の懲戒処分の状況について 

令和８年３月（２月１日～３月２４日分） 
 

        青森県教育委員会 

 

事案１ ①被 処 分 者  中南地域の高等学校 教諭（５５歳 男性） 

    ②事案の概要等  速度超過 

     ・ 令和７年７月２９日（火）午後５時５３分頃 

・ 青森市内の市道 

・ 最高速度４０km/hのところ、６０km/hで走行 

③処 分 内 容  戒告 

④処分年月日  令和８年２月２日 

⑤そ の 他  令和６年８月１５日及び令和７年３月１１日に物損事

故を起こしていることから、量定を加重 

 

事案２ ①被 処 分 者  西北地域の中学校 教諭（６０歳 男性） 

    ②事案の概要等  物損事故 

     ・ 令和７年９月２８日（日）午後１時２５分頃 

・ 弘前市内のコンビニエンスストア駐車場 

・ 駐車場から出ようと車を後進させた際、左側から進行してきた車と衝

突したもの。 

③処 分 内 容  戒告 

④処分年月日  令和８年３月５日 

⑤そ の 他  令和７年７月２２日に速度超過をしていることから、量

定を加重 

 

事案３ ①被 処 分 者  東青地域の高等学校 教頭（５４歳 男性） 

    ②事案の概要等  人身事故 

     ・ 令和６年４月２５日（木）午後４時４６分頃 

・ 五所川原市内の国道 

・ 前方不注意により対向車線へはみ出し、対向車線を走行していた車と

衝突したもの。 

・ 事故の相手方（１名 約１か月の加療） 

③処 分 内 容  減給１月 

④処分年月日  令和８年３月１７日 

⑤そ の 他  管理職であることから、量定を加重 
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事案４ ①被 処 分 者  東青地域の小学校 教諭（５１歳 男性） 

    ②事案の概要等  人身事故、信号無視 

     ・ 令和７年９月２３日（火）午前１時２５分頃 

・ 青森市内の国道 

・ 赤信号を見落として交差点に右折進入し、対向車線を直進してきた車

と衝突したもの。 

・ 事故の相手方（１名 約１週間の加療） 

③処 分 内 容  戒告 

④処分年月日  令和８年３月１８日 

 

事案５ ①被 処 分 者  東青地域の小学校 教諭（２４歳 女性） 

    ②事案の概要等  物損事故 

     ・ 令和７年１１月１８日（火）午前６時５５分頃 

・ 黒石市内の高速道路 

・ 積雪によりスリップし、中央分離帯支柱等に衝突したもの。 

③処 分 内 容  戒告 

④処分年月日  令和８年３月１８日 

⑤そ の 他  令和６年９月１８日に速度超過、令和６年１１月２３日

に物損事故を起こしていることから、量定を加重 
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